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委
員
会
審
査

　

議
案
第
16
号
は
否
決
、
そ
の
他
の

議
案
は
可
決
。

う
委
託
料
の
増
額
や
接
種
希
望
者
の

増
加
が
あ
り
、
今
後
の
安
定
的
な
事

業
運
営
を
図
る
た
め
で
あ
る
。

●
教
育
部

　

学
習
用
パ
ソ
コ
ン
の
整
備
状
況
と

今
後
の
予
定
は
。

　

こ
れ
ま
で
に
、
全
小
中
学
校
で

パ
ソ
コ
ン
８
０
０
台
、
タ
ブ
レ
ッ
ト

５
０
０
台
を
整
備
済
で
あ
る
。
今

後
、
一
人
一
台
と
な
る
よ
う
、
令
和

５
年
度
ま
で
に
約
９
千
台
を
整
備

し
た
い
。

●
会
計
課

　

使
用
料
と
し
て
釣
銭
機
借
上
料

が
新
た
に
計
上
さ
れ
て
い
る
理
由
は
。

  

新
庁
舎
移
転
後
、
百
十
四
銀
行
が

派
出
窓
口
と
な
る
こ
と
に
伴
い
、
３

時
以
降
の
収
納
金
事
務
を
会
計
課
で

行
う
こ
と
と
な
る
た
め
で
あ
る
。

●
都
市
整
備
部

　

中
心
市
街
地
の
整
備
は
ど
の
よ
う

な
考
え
で
進
め
て
い
く
の
か
。

  

大
手
町
４
街
区
の
公
共
投
資
を
集

中
的
に
行
い
、
そ
の
効
果
を
商
店
街

や
駅
前
の
に
ぎ
わ
い
づ
く
り
に
向
け

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
認
識
し
て

い
る
。

●
こ
ど
も
未
来
部

　

城
北
こ
ど
も
園
で
は
ま
だ
多
く
の

子
ど
も
を
受
入
れ
る
こ
と
が
可
能
な

の
に
、
西
幼
稚
園
を
新
た
に
こ
ど
も

ＱＡＱＡＱＡＱ

園
と
し
て
建
て
替
え
る
必
要
が
あ
る

の
か
。

  

保
育
ニ
ー
ズ
は
今
後
増
え
る
と
予

想
さ
れ
る
た
め
、
中
央
保
育
所
と
西

幼
稚
園
を
こ
ど
も
園
と
し
て
統
合
す

る
こ
と
で
現
在
の
施
設
定
員
を
確
保

す
る
必
要
が
あ
る
。
城
北
こ
ど
も
園

は
、
５
年
後
の
土
居
保
育
所
と
の
統

合
に
よ
り
、
定
員
が
満
た
さ
れ
る
。

●
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
事
業
局

　

新
年
度
増
額
予
算
の
根
拠
は
。

  

Ｇ
Ⅱ
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
大
賞
の
開

催
や
、
電
話
投
票
の
売
上
の
伸
び
を

踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

●
生
活
環
境
部

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
自
治
会
は
、
本
来

の
自
治
会
と
は
性
質
が
異
な
る
が
、

川
西
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
自
治
会
へ

の
補
助
金
交
付
状
況
は
。

  

補
助
金
額
は
、
1
6
万
６
２
０
０

円
。
自
治
会
を
存
続
さ
せ
、
加
入
者

を
増
や
し
て
い
く
過
程
と
し
て
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
自
治
会
と
い
う
形
式
を
認

め
、
本
来
の
自
治
会
と
し
て
の
機
能

を
持
た
せ
て
い
る
。

●
市
長
公
室

　

地
方
創
生
総
合
戦
略
推
進
事
業
費

に
新
し
く
結
婚
新
生
活
支
援
事
業
補

助
金
が
創
設
さ
れ
る
が
、
取
り
組
み

内
容
は
。

  

新
生
活
の
ス
タ
ー
ト
に
必
要
な
経

ＱＡＱＡＱＡ

費
の
一
部
を
支
援
す
る
こ
と
で
、
婚

姻
の
後
押
し
と
少
子
化
対
策
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
対

象
は
夫
婦
と
も
に
婚
姻
日
の
年
齢
が

34
歳
以
下
、
夫
婦
合
計
所
得
が
３
４

０
万
円
以
下
な
ど
。
引
っ
越
し
費
用

や
新
居
の
家
賃
な
ど
30
万
円
を
上
限

に
補
助
す
る
。

●
産
業
文
化
部

　

市
単
独
で
実
施
す
る
６
次
産
業
化

推
進
事
業
の
取
り
組
み
内
容
は
。

  

こ
れ
ま
で
の
定
住
自
立
圏
域
で
取

り
組
ん
で
き
た
生
産
者
、
加
工
及
び

流
通
・
販
売
各
事
業
者
と
の
マ
ッ
チ

ン
グ
交
流
会
を
継
続
す
る
と
と
も

に
、
新
商
品
の
開
発
な
ど
今
後
も
農

業
の
６
次
産
業
化
を
図
っ
て
い
く
。

●
消
防
本
部

　

機
能
別
消
防
団
員
の
定
年
を
延
長

し
、
基
本
団
員
と
し
て
活
動
す
る
考

え
は
。

  

指
揮
命
令
系
統
の
交
代
と
人
材
育

成
を
、
十
分
な
支
援
の
も
と
で
図
る

た
め
、
機
能
別
消
防
団
員
制
度
を
活

用
し
て
い
き
た
い
。

●
総
務
部

　

中
期
財
政
フ
レ
ー
ム
と
比
較
し

て
、
基
金
残
高
の
減
り
方
が
早
い
の

は
な
ぜ
か
。

　

投
資
的
経
費
に
加
え
、
指
定
管
理

料
の
値
上
げ
や
市
民
交
流
活
動
セ
ン

タ
ー
準
備
資
金
な
ど
臨
時
的
経
費
が

要
因
と
考
え
る
。

●
議
会
事
務
局

　

災
害
時
に
お
け
る
タ
ブ
レ
ッ
ト
端

末
の
活
用
の
考
え
は
。

  

議
長
を
中
心
に
、
各
会
派
会
長
に

よ
る
協
議
の
上
、タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
を

利
用
し
た
連
絡
等
適
宜
対
応
し
た
い
。

ＱＡＱＡ ＱＡ

ＱＡ　

德
田
善
紀
副
市
長
よ
り
内
部
告

発
の
あ
っ
た
、
国
方
功
夫
議
員
に

よ
る
不
当
要
求
疑
惑
な
ど
に
つ
い

て
の
調
査
を
行
う
た
め
、
市
議
会

に
特
別
委
員
会
を
設
置
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
委
員
会
に
は
地
方

自
治
法
第
１
０
０
条
に
基
づ
く
権

限
が
委
任
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

中
谷
真
裕
美　
〇
岡
田　
　

剛

◎
真
鍋　

順
穗　
　
横
田　

隼
人

　

加
藤　

正
員　
　
大
前　

誠
治  

　

福
部　

正
人　
　
水
本　

徹
雄

（
◎
委
員
長　

○
副
委
員
長
）

市
議
会
議
員
の

不
当
要
求
疑
惑
等
に
関
す
る

調
査
特
別
委
員
会
を
設
置

Ａ

審
査
結
果



種
委
託
料
は
、
毎
年
多
く
の
方
が

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
で
亡
く
な
っ
て

い
る
現
状
を
踏
ま
え
、
高
齢
者
施

策
の
一
環
と
し
て
本
人
負
担
額
を

軽
減
す
る
よ
う
強
く
求
め
る
。

②
城
東
小
学
校
長
寿
命
化
改
修
事
業

費
は
、
関
係
者
や
地
域
住
民
の
理

解
が
得
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い
難

い
。
当
該
地
域
の
特
性
を
十
分
に

踏
ま
え
た
う
え
で
協
議
を
重
ね
、

進
め
る
こ
と
を
強
く
求
め
る
。

《
附
帯
決
議
と
は
》

　

議
決
に
あ
た
り
、
附
随
的
に
付
け

ら
れ
る
意
見
ま
た
は
要
望
の
こ
と
。

　

対
象
と
な
る
議
案
の
可
否
だ
け
で

は
議
会
と
し
て
の
意
見
が
十
分
に
伝

わ
ら
な
い
と
判
断
し
た
場
合
、
附
帯

決
議
を
も
っ
て
議
会
の
意
思
を
表
明

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

世
界
各
地
で
猛
威
を
振
る
う
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
対
し
、

我
が
国
に
お
い
て
も
対
策
本
部
を
設

け
、
関
係
省
庁
が
鋭
意
取
り
組
ん
で

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
市
に
お

い
て
も
、
市
民
の
安
心
・
安
全
を
確

保
す
る
た
め
、
国
や
県
か
ら
の
迅
速

か
つ
適
切
な
情
報
提
供
の
も
と
、
市

民
の
不
安
解
消
に
努
め
る
と
と
も
に
、

国
の
経
済
対
策
等
を
待
つ
こ
と
な
く
、

固
定
資
産
税
を
は
じ
め
と
す
る
税
金

面
で
の
猶
予
措
置
等
、
市
と
し
て
で

き
得
る
施
策
を
時
期
を
失
す
る
こ
と

な
く
講
ず
る
よ
う
強
く
求
め
る
。

①
高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接

定
例
会
最
終
日
に
審
議
さ
れ
、
賛
成
多
数
で
可
決
し
ま
し
た
。

質
疑

討
論

質
疑

令
和
元
年
度
関
係
議
案
に
対
す
る

議
案
第
1
号　

一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
５
号
）

理
由　

現
場
に
不
足
し
て
い
る
の
は

パ
ソ
コ
ン
で
な
く
教
員
だ
と
考
え
る

た
め
反
対
す
る
。

《
反
対
討
論
》     

中
谷
真
裕
美

討
論

令
和
元
年
度
関
係
議
案
に
対
す
る

討
論

理
由　

職
員
、
ご
み
収
集
車
と
も
不

足
が
な
い
中
、
民
間
委
託
す
る
こ
と

に
合
理
性
を
感
じ
な
い
な
ど
の
理
由

に
よ
り
反
対
す
る
。

《
反
対
討
論
》     

中
谷
真
裕
美

理
由　

是
正
を
求
め
る
点
は
あ
る
が
、

予
算
執
行
段
階
の
工
夫
で
改
善
で
き

る
も
の
と
考
え
る
た
め
、賛
成
す
る
。

《
賛
成
討
論
》     

横
田
　
隼
人

討
論

令
和
２
年
度
関
係
議
案
に
対
す
る

　
横
田
議
員　

道
路
整
備
事
業
費
に

か
か
る
国
の
交
付
金
に
、
要
望
額
を

大
幅
に
下
回
っ
た
も
の
、
上
回
っ
た

も
の
が
あ
る
理
由
は
。

　
都
市
整
備
部
長　

市
道
原
田
金
倉

線
整
備
に
充
て
た
社
会
資
本
整
備
総

合
交
付
金
は
、
不
足
分
を
追
加
要
望

し
た
が
、
国
か
ら
の
配
分
は
な
く
、

一
方
、
市
道
南
三
浦
上
分
線
整
備
に

充
て
た
防
災
・
安
全
交
付
金
は
、
追

加
要
望
額
を
上
回
る
配
分
が
あ
っ

た
。
来
年
度
は
市
道
原
田
金
倉
線
整

備
を
防
災
・
安
全
交
付
金
の
対
象
と

し
て
、
予
算
確
保
に
取
り
組
む
。

　
中
谷
議
員　

公
立
学
校
情
報
通
信

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
環
境
施
設
整
備
事
業

費
の
市
の
負
担
額
や
事
業
内
容
は
。

　
教
育
部
長　

端
末
整
備
の
予
算
を

現
在
の
児
童
・
生
徒
数
（
約
９
千

人
）
で
試
算
す
る
と
、
市
の
負
担
額

は
約
１
億
３
５
０
０
万
円
。
ま
た
、

端
末
整
備
を
リ
ー
ス
に
し
た
場
合
、

市
単
独
の
負
担
額
は
１
年
目
が
９
０

０
万
円
、
２
年
目
が
１
８
０
０
万

円
、
３
年
目
か
ら
５
年
目
が
年
間
２

７
０
０
万
円
と
な
る
見
込
。
そ
の

他
、
充
電
用
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
や
校
内

Ｌ
Ａ
Ｎ
の
整
備
を
予
定
し
て
い
る
。

ＱＡＱＡ

議
案
第
16
号

理
由　

若
者
の
ギ
ャ
ン
ブ
ル
に
対
す

る
ハ
ー
ド
ル
を
低
く
す
る
宣
伝
方
法

に
賛
同
で
き
な
い
た
め
、
反
対
す
る
。

《
反
対
討
論
》     

中
谷
真
裕
美

議
案
第
24
号

《
反
対
討
論
》     

水
本
　
徹
雄

議
案
第
27
号

理
由　

議
員
の
み
が
引
き
上
げ
対
象

　

３
月
定
例
会
最
終
日
、
内

田
俊
英
議
長
か
ら
辞
職
願
が

提
出
さ
れ
、
選
挙
の
結
果
、

山
本
直
久
議
員
が
議
長
に
選

出
さ
れ
ま
し
た
。

議
長
選
挙
結
果

◎
山
本　

直
久　

15
票

　

三
宅　

真
弓　

3
票

　

中
谷
真
裕
美　

1
票

　

無
効
票　
　
　

6
票

決
議

附
帯
決
議

山
本
直
久
新
議
長

新
議
長
に
山
本
直
久
議
員
を
選
出

で
あ
り
、
ま
た
、
感
染
症
対
策
で
市

民
生
活
の
圧
迫
が
免
れ
な
い
状
況
で

あ
る
た
め
、
反
対
す
る
。
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決
議
・
質
疑
・
討
論

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る
支
援
等
を
求
め
る
決
議

及
び
令
和
２
年
度
丸
亀
市
一
般
会
計
予
算
に
対
す
る
附
帯
決
議
可
決



請
願
第
１
号　

加
齢
性
難
聴
者
の
補

聴
器
購
入
へ
「
公
的
助
成
」
の
実
施

を
求
め
る
請
願

　

年
金
者
組
合
丸
亀
支
部

　
　
　
　
　

支
部
長　

高
木　

國
廣

●
請
願
の
趣
旨

　

入
れ
歯
や
白
内
障
治
療
の
眼
内
レ

ン
ズ
な
ど
、加
齢
に
伴
う
障
が
い
や
疾

病
へ
の
公
的
補
助（
保
険
適
用
）が
実

施
さ
れ
て
い
る
が
、加
齢
性
難
聴
者
の

補
聴
器
に
つ
い
て
は
全
額
自
己
負
担

と
な
っ
て
い
る
。
市
と
し
て
高
齢
者
の

社
会
参
加
や
健
康
増
進
に
も
つ
な
が

る
公
的
助
成
制
度
創
設
を
求
め
る
。

●
議
会
の
意
見
及
び
審
査
結
果

　

趣
旨
採
択

請
願
第
２
号　

介
護
保
険
制
度
の
改

善
と
介
護
従
事
者
の
処
遇
改
善
等
を

求
め
る
意
見
書
採
択
を
求
め
る
請
願

　

香
川
医
療
生
活
協
同
組
合

堀　
　
　

繁

●
請
願
の
趣
旨

　

厚
生
労
働
省
社
会
保
障
審
議
会
介

護
保
険
部
会
は
、
一
部
の
施
設
入
所

者
の
食
費
負
担
を
月
２
万
円
増
額
す

る
内
容
を
含
む
意
見
書
を
ま
と
め
た
。

　

サ
ー
ビ
ス
の
抑
制
や
負
担
増
に
つ

な
が
る
制
度
改
正
を
行
わ
ず
、
介
護

請
願
審
査
結
果

報
酬
や
介
護
従
事
者
賃
金
の
引
き
上

げ
、
介
護
基
盤
の
維
持
・
向
上
及
び

介
護
現
場
の
抜
本
的
労
働
条
件
の
改

善
に
努
め
る
こ
と
を
求
め
る
。

●
議
会
の
意
見
及
び
審
査
結
果

採
択
を
求
め
る
討
論　

中
谷
真
裕
美

　
不
採
択

請
願
第
３
号　

日
本
政
府
に
「
核
兵

器
禁
止
条
約
の
調
印
・
批
准
を
す
る

こ
と
を
求
め
る
」
意
見
書
採
択
を
求

め
る
請
願

　

香
川
県
原
爆
被
害
者
の
会

会
長　

好
井　

敏
彦

　

原
水
爆
禁
止
香
川
県
協
議
会

理
由　

議
員
の
み
が
引
き
上
げ
対
象

理
由　

予
算
全
体
を
前
年
度
比
５
％

マ
イ
ナ
ス
シ
ー
リ
ン
グ
と
す
る
中
で

の
議
員
報
酬
値
上
げ
に
、反
対
す
る
。

《
反
対
討
論
》     

中
谷
真
裕
美

理
由　

引
き
上
げ
は
特
別
職
報
酬
等

審
議
会
の
決
定
で
あ
り
、
報
酬
の
取

扱
い
方
を
今
後
検
討
す
る
こ
と
も
可

能
で
あ
る
た
め
、
賛
成
す
る
。

《
賛
成
討
論
》     
横
田　

隼
人

理
由　

市
長
が
諮
問
し
た
特
別
職
報

酬
等
審
議
会
に
お
い
て
研
究
・
審
議

を
重
ね
た
上
に
出
さ
れ
た
総
合
的
に

判
断
し
た
結
果
で
あ
る
た
め
、
賛
成

す
る
。

《
賛
成
討
論
》     

東　
　

由
美

討
論

請
願
第
２
号
の
採
択
を
求
め
る
討
論

理
由　

介
護
現
場
の
崩
壊
を
防
ぎ
、

高
齢
者
の
尊
厳
を
守
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
考
え
る
た
め
、賛
成
す
る
。

請
願
第
３
号
の
採
択
を
求
め
る
討
論

理
由　

被
爆
者
の
苦
難
を
思
う
と
、

ど
の
よ
う
な
名
目
で
あ
れ
、
核
兵
器

廃
絶
に
向
け
努
力
す
べ
き
と
考
え
る

た
め
、
賛
成
す
る
。

討
論

令
和
２
年
度
関
係
請
願
に
対
す
る

筆
頭
代
表
理
事　

松
永　
　

始

●
請
願
の
趣
旨

　
「
核
兵
器
禁
止
条
約
」
は
１
２
２

か
国
の
賛
成
を
得
て
採
択
さ
れ
た

が
、
政
府
は
核
保
有
国
に
同
調
し
て

反
対
票
を
投
じ
、
採
択
さ
れ
て
も
調

印
も
批
准
も
し
な
い
と
明
言
し
た
。

日
本
は
戦
争
被
爆
国
と
し
て
核
兵
器

の
廃
絶
を
支
持
し
、
積
極
的
に
推
進

す
べ
き
と
考
え
る
た
め
、
条
約
に
真

剣
に
努
力
す
る
よ
う
意
見
書
を
提
出

す
る
こ
と
を
求
め
る
。

●
議
会
の
意
見
及
び
審
査
結
果

採
択
を
求
め
る
討
論　

中
谷
真
裕
美

　
不
採
択

で
あ
り
、
ま
た
、
感
染
症
対
策
で
市

民
生
活
の
圧
迫
が
免
れ
な
い
状
況
で

あ
る
た
め
、
反
対
す
る
。
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討
論
・
請
願
審
査

意
　
　
見
　
　
書

意
見
書

意
見
書
３
月
定
例
会
で
可
決
し
た
意
見
書
を
送
付
し
ま
し
た
。

３
月
定
例
会
で
可
決
し
た
意
見
書
を
送
付
し
ま
し
た
。

厚
生
労
働
省
に
よ
る「
地
域
医
療
構
想
」推
進
の
た
め
の
公
立・公
的
病
院
の

「
再
編
・
統
合
」に
抗
議
し
、地
域
医
療
の
拡
充
を
求
め
る
意
見
書

　

昨
年
９
月
、
厚
生
労
働
省
は
「
再
編
統
合
に
つ
い
て
特
に
議
論
が
必
要
」

と
さ
れ
る
公
立
・
公
的
病
院
４
２
４
病
院
の
リ
ス
ト
を
公
表
し
、
本
年
１

月
に
は
、
対
象
を
４
４
０
病
院
に
修
正
し
た
リ
ス
ト
と
民
間
病
院
の
診
療

実
績
デ
ー
タ
を
県
に
提
供
し
た
。
こ
れ
は
、
地
域
で
の
医
療
を
必
要
と
す

る
患
者
・
住
民
が
、
安
全
で
質
の
高
い
医
療
を
受
け
る
こ
と
を
一
層
困
難

に
す
る
も
の
で
あ
り
、
医
療
従
事
者
の
不
安
を
増
大
さ
せ
、
人
員
不
足
を

加
速
さ
せ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
県
内
４
病
院
を
含
む
４
４
０
病
院
の
リ
ス
ト
と
、
国
の
求
め

る
「
再
検
証
」
を
白
紙
撤
回
す
る
こ
と
、
ま
た
、
国
の
責
任
に
お
い
て
医

師
・
看
護
師
な
ど
の
確
保
を
進
め
、
財
源
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
求
め
る

意
見
書
を
内
閣
総
理
大
臣
お
よ
び
厚
生
労
働
大
臣
へ
提
出
し
た
。
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編
集
後
記

　「
治
に
居
て
乱
を
忘
れ
ず
」
古
代

中
国
の
書
物
「
易
経
」
の
名
言
で
、

「
平
和
な
世
に
い
て
も
万
一
の
と
き

に
備
え
る
こ
と
を
怠
ら
な
い
」
と

い
う
意
味
だ
そ
う
で
す
。

　
平
成
の
大
災
害
「
阪
神
淡
路
大

震
災
」「
新
潟
中
越
地
震
」「
東
日

本
大
震
災
」
と
「
福
島
原
発
事
故
」

「
広
島
土
砂
災
害
」「
熊
本
地
震
」

「
九
州
北
部
豪
雨
」「
西
日
本
豪
雨
」

に
続
き
、
令
和
で
は
世
界
中
に
感

染
が
拡
大
し
た
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
」。
容
赦
な
く
私
た
ち
を
襲

っ
て
き
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
異
常
な
気
象
・
環

境
に
あ
っ
て
も
比
較
的
被
害
の
少

な
い
丸
亀
市
で
す
が
、
有
事
の
時

の
た
め
に
日
頃
か
ら
「
治
に
居
て

乱
を
忘
れ
ず
」
何
よ
り
議
会
と
行

政
が
ワ
ン
チ
ー
ム
と
な
り
、
市
民

の
皆
さ
ま
と
一
緒
に
危
機
意
識
を

維
持
し
、
心
の
備
え
を
し
て
お
く

こ
と
が
肝
要
だ
と
改
め
て
思
う
次

第
で
す
。

　
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
努
め
て
ま

い
り
ま
す
の
で
、
今
年
度
も
何
卒

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

広
報
広
聴
委
員
　
東
　
由
美

教育民生委員会が提案した「子ども条例」が、3月議会で可決されました。教育民生委員会が提案した「子ども条例」が、3月議会で可決されました。
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子ども条例が制定されました！

なぜつくるの？

　この条例は、市民に特別な義務を課したり、
罰則を設けたりするものではありません。
　この条例の理念をご理解いただき、市や関
係者と連携しながら、一人ひとりが役割を担
い、「子どもたちが健やかに育つまち丸亀」の
実現をみんなで目指していくものです。

私たちに影響はあるの？

内容は？

　この条例の目的は、自分たちの権利を尊重
されることで、子ども自身が、他者を尊重す
る心を育んでいくことにあります。
　同時に、子どもの社会性を育てることを「大
人の役割」としており、子どもの権利を守る
だけではなく、子どもが社会の一員として成
長していくことを、社会全体で支えることを
目的としています。

私たちに求めるものは？

13条の条文で構成されています。
第1条　目的　　　　　　第8条　 事業者の役割
第2条　定義　　　　　　第9条　 市の役割
第3条　基本理念　　　　第10条　相談体制
第4条　子どもの権利等　第11条　推進計画
第5条　家庭の役割　　　第12条　推進会議
第6条　学校等の役割　　第13条　その他
第7条　地域の役割

Ｑ

Ｑ
Ｑ

Ｑ

子ども条例が制定されました！

　人口減少、少子高齢化など様々な社会
問題が生じる中、子どもや子育て・教育を
取り巻く環境は厳しさを増しています。
　未来を担う子どもたちは私たちの宝で
あり、その宝を輝かせるための環境を整
えることは、私たちが取り組むべき最重
要課題です。
　そのために私たちが心がけること、担
う役割などを定め、「子どもたちが健や
かに育つまち丸亀」の実現を目指し、こ
の条例を制定しました。

子ども条例
全文はこちら
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